
 

荒川区児童発達支援等事業運営費補助金交付要綱 

令 和 ７年 １２月 １日 制 定 

（７ 荒 福 障 第 ５ ９０７号 ） 

（ 副 区 長 決 定 ） 

 

（通則） 

第１条 荒川区児童発達支援等事業運営費補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付

規則（昭和６２年荒川区規則第２７号）によるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この要綱は、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援等事業所を運営す

る児童発達支援等事業者に対し、運営費の一部を補助することにより、児童発達支援等事

業所の安定的な運営を確保し、もって重症心身障害児が安心して過ごすことのできる居場

所の確保に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 （１） 児童発達支援等 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第６条の

２の２第２項の児童発達支援及び同条第３項の放課後等デイサービスをいう。 

 （２） 児童発達支援等事業 児童発達支援等を行う事業をいう。 

 （３） 児童発達支援等事業者 児童発達支援等事業を行う事業者をいう。 

 （４） 児童発達支援等事業所 児童発達支援等事業者が運営する事業所をいう。 

 （５） 重症心身障害児 法第７条第２項の重症心身障害児をいう。 

 

（補助対象者） 

第４条 この要綱による補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の

各号に掲げる全てに該当する児童発達支援等事業者とする。 

（１） 区内で児童発達支援等事業（区が設置し、又は管理する施設において児童発達支援

等事業を実施している場合を除く。）を実施し、児童発達支援等事業所を運営しているこ

と。 

（２） 主として重症心身障害児を通わせていること。 

（３） 区民を優先的に受け入れること。 

（４） 荒川区重症心身障害児（者）通所支援事業運営費助成要綱（平成２７年２月２７日付

け２６荒福障第５７３７号）による助成を受けていないこと。 

 

（補助対象経費） 

第５条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

次に定める経費であって、第７条の規定による申請を行った日の属する年度に支出した費

用とする。 

（１） 賃貸借契約を締結している土地、建物及び駐車場の賃借料（建物に係る共益費を含

む。以下「賃借料」という。） 

（２） 看護職員又は機能訓練担当職員の採用活動に係る次に掲げる経費（以下「採用活

動費」という。） 

  ア 求人誌への求人情報の掲載費 

イ 求人サイトへの求人情報の掲載費及び成果報酬等の諸経費 

  ウ 採用パンフレット等の製作費 

  エ 法人のホームページ内の求人情報ページの構築及び改修に係る委託費 

  オ 採用ＰＲ動画の制作に係る委託費 

  カ 就職説明会等の会場確保に要する経費 



 

  キ アからカまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める経費 

２ 前項の規定にかかわらず、国、他の地方公共団体等から前項第1号及び第２号と同等の

補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の対象となる経費を補助対象経費から除

くものとする。 

 

（補助金の額） 

第６条 この要綱による補助金の額は、児童発達支援等事業所ごとに、次の各号に定める補

助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 賃借料 補助対象経費の２分の１の額 

（２） 採用活動費 補助対象経費の額 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の額は、児童発達支援等事業所ごとに、次の各号に定

める補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。 

（１） 賃借料 月額２５万円 

（２） 採用活動費 採用１人当たり２０万円。ただし、１年度当たり２人の採用活動を上限と

し、第１０条の規定による実績報告時に雇用実績がない場合は、求人１人当たり１０万円と

する。 

３ 補助金の額は１，０００円単位とし、１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。 

 

（補助金の交付の申請） 

第７条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、児童発

達支援等事業所ごとに荒川区児童発達支援等事業運営費補助金交付申請書（別記第１号

様式）に、次の各号に定める補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める書類を添え

て、別に定める期日までに区長に提出しなければならない。 

（１） 賃借料 土地、建物及び駐車場に係る賃貸借契約書の写し 

（２） 採用活動費 採用活動計画書（別記第２号様式） 

  

（補助金の交付の決定） 

第８条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、補助

金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、荒川区児童発達支援等事

業運営費補助金交付決定通知書（別記第３号様式）により、申請者に通知するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、補助条件を付するものとする。 

 

（補助金の請求等） 

第９条 前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は、速やかに荒川区児童発達支援等事業運営費補助金請求書（別記第４号様式）を

区長に提出しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。  

 

（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度

が終了したときは、荒川区児童発達支援等事業運営費補助金実績報告書（別記第５号様

式）に、次の各号に定める補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、

別に定める期日までに区長に提出しなければならない。補助事業の廃止の承認を受けた

場合も、また同様とする。 

（１） 賃借料 児童発達支援等事業を実施した月の賃借料を支払ったことを証明する書類 

（２） 採用活動費 

  ア 採用活動実績報告書（別記第６号様式） 

  イ 採用活動の内容及び採用活動に要した経費が分かる書類 

  



 

（補助金の額の確定等） 

第１１条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、その報告に係る書類

の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助

金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適

合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区児童発達支援等事業運

営費補助金額確定通知書（別記第７号様式）により、補助事業者に通知するものとする。 

 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が

別に定める。 

 

 

  



 

別紙 

補助条件 

 

第１ 事情変更による決定の取消し等 

１ 区長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必

要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の

内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過

した期間に係る部分については、この限りでない。 

２ １の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他

補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必

要がなくなった場合に限る。 

 

第２ 承認事項 

補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければ

ならない。ただし、（１）及び（２）に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。 

（１） 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

（２） 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

（３） 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

 

第３ 事故報告等 

 補助事業者は、予定の期間内に補助事業が完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合においては、速やかにその理由その他必要な事項を書面により報告し、その処理

について区長の指示を受けなければならない。 

 

第４ 状況報告 

区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に補助事

業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。 

 

第５ 補助事業の遂行命令等 

１ 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条第２

項の規定による調査等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれ

に付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従っ

て当該補助事業を遂行すべきことを命じるものとする。 

２ 区長は、補助事業者が１の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補

助事業の一時停止を命ずることができる。 

３ 区長は、２の規定により補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合において、補助事業者

が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定

する期日までにとらないときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すもの

とする。 

 

第６ 実績報告 

補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了

したときは、荒川区児童発達支援等事業運営費補助金実績報告書（別記第５号様式）に、次

に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。第２の規定により補助事業の廃止の

承認を受けた場合も、また同様とする。 

 （１）賃借料 児童発達支援等事業を実施した月の賃借料を支払ったことを証明する書類 

（２）採用活動費 

  ア 採用活動実績報告書（別記第６号様式） 

  イ 採用活動の内容及び採用活動に要した経費が分かる書類 

 



 

 

第７ 補助金の額の確定等 

区長は、第６の規定による実績報告を受けた場合においては、その報告に係る書類の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付

の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認

めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区児童発達支援等事業運営費補助金額

確定通知書（別記第７号様式）により、当該補助事業者に通知するものとする。 

 

第８ 是正のための措置 

１ 区長は、第７の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及

びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させ

るための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。 

２ 第６の規定は、１の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準

用する。 

 

第９ 決定の取消し 

１ 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補

助金等交付規則（昭和６２年荒川区規則第２７号）に基づく命令に違反したとき。 

２ １の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用

があるものとする。 

 

第１０ 補助金の返還 

１ 補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消

しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の求めに従い、その返還

をしなければならない。 

２ 補助事業者は、交付すべき補助金の額の確定があった場合において、既にその額を超え

る補助金が交付されているときは、区長の求めに従い、その返還をしなければならない。 

 

第１１ 違約加算金及び延滞金 

１ 補助事業者は、第９の１の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消さ

れた場合において、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日

から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその

後の期間については、既納額を控除した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計算し

た違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

２ 補助事業者は、第１０の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金

を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、そ

の未納付額につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を

除く。）を納付しなければならない。 

 

第１２ 違約加算金の計算 

１ 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における第１１の１の規定の適用について

は、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該

返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に

達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。 

２ 第１１の１の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返

還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた



 

補助金の額に充てるものとする。 

 

第１３ 延滞金の計算 

第１１の２の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金

の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計

算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

第１４ 他の補助金の一時停止等 

第１０の規定により補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違

約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の

事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を

一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。 

 

 

 

 

  



 

別記第１号様式（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

荒 川 区 長 殿 

 

事業者名 

 

所 在 地 

 

代表者名           

 

 

荒川区児童発達支援等事業運営費補助金交付申請書 

 

荒川区児童発達支援等事業運営費補助金の交付について、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業所 

事 業 所 名  

所 在 地 東京都荒川区 

事 業 所 番 号  

サービス種別 
□ 児童発達支援 

□ 放課後等デイサービス 

 

２ 補助対象経費 

  □ 賃借料 

  □ 採用活動費 

 

３ 交付申請額 

  □ 賃借料                     円 

（月額※      円× か月（   年  月から   年  月まで）） 

    ※には月額賃借料の２分の１と補助上限額２５万を比較し、少ない額を記載 

  □ 採用活動費                  円 

 

４ 添付書類 

  □ 賃借料 土地、建物及び駐車場に係る賃貸借契約書の写し 

□ 採用活動費 採用活動計画書（別記第２号様式） 

  



 

別記第２号様式（第８条関係） 

 

採用活動計画書 

 

１ 募集の職種及び募集人数 

□看護師                人 

□機能訓練担当職員        人 

 

２ 採用活動概要 

実施予定時期 活動予定内容※ 

年  月  日から 

 

年  月  日まで 

年  月  日から 

 

年  月  日まで 

年  月  日から 

 

年  月  日まで 

年  月  日から 

 

年  月  日まで 

※活動予定内容は求人誌への掲載等、具体的な採用活動を記載 

 

３ 積算内訳                            単位：円 

活動予定内容 

補助対象 

経費見込額 

（Ａ） 

寄付金その

他の収入額 

（Ｂ） 

支出予定額 

（Ｃ＝Ａ－Ｂ） 

補助上限額 

（Ｄ）※ 

交付申請額 
（Ｃ と Ｄの う ち

少ない額） 

      

      

      

      

計      

※（Ｄ）は採用予定１人あたり２００，０００円。１事業者につき、年２人まで。 



 

別記第３号様式（第８条関係） 

 荒  第  号 

 年  月  日 

 

 

       様 

荒 川 区 長          印    

 

 

荒川区児童発達支援等事業運営費補助金交付決定通知書 

 

  年 月 日付けで申請のあった荒川区児童発達支援等事業運営費補助金について、下記

のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助対象経費 

  □ 賃借料 

  □ 採用活動費 

 

２ 交付決定額 

            円 

 

 （内訳） 

  □ 賃借料                    円 

  □ 採用活動費                 円 

 

３ 補助条件 

  別紙のとおり 

 

４ 申請の取下げ 

この決定の内容又は補助条件に異議があるときは、この通知書を受領した日の翌日から

起算して１４日以内に申請の取下げをすることができます。 

  



 

別記第４号様式（第９条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

荒 川 区 長 殿 

 

 

事業者名 

 

所 在 地 

 

                    代表者名            

 

 

荒川区児童発達支援等事業運営費補助金請求書 

 

 

   年  月 日付け、  荒  第  号にて交付決定のあった荒川区児童発達支援等事業

運営費補助金について、下記のとおり請求いたします。 

 

 

記 

 

１ 請求金額 

              円 

 

  （内訳） 

  □ 賃借料                   円 

  □ 採用活動費                円 

 

２ 振込口座 

金融機関 

コード 
    

支店 

コード 
    

金融機関名  支店名  

口座番号 普通・当座        

フリガナ  

口座名義  

 

  



 

別記第５号様式（第１０条関係） 

年  月  日 

 

荒 川 区 長 殿 

 

事業者名 

 

所 在 地 

 

                    代表者名           

 

荒川区児童発達支援等事業運営費補助金実績報告書 

 

   年  月 日付け、  荒  第  号にて交付決定のあった荒川区児童発達支援等事業

運営費補助金について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業所 

事 業 所 名  

所 在 地 東京都荒川区 

事 業 所 番 号  

サービス種別 
□ 児童発達支援 

□ 放課後等デイサービス 

 

２ 補助対象経費 

  □ 賃借料 

  □ 採用活動費 

 

３ 実績額 

  □ 賃借料           円 

（月額※      円× か月（   年  月から   年  月まで）） 

    ※には月額賃借料の２分の１と補助上限額２５万を比較し、少ない額を記載 

  □ 採用活動費        円 

 

４ 添付書類 

  □ 賃借料 児童発達支援等事業を実施した月の賃借料を支払ったことを証明する書類 

□ 採用活動費  

ア 採用活動実績報告書（別記第６号様式） 

   イ 採用活動の内容及び採用活動に要した経費が分かる書類  



 

別記第６号様式（第１０条関係） 

 

採用活動実績報告書 

 

１ 募集の職種及び募集人数 

□看護師               人 

□機能訓練担当職員        人 

 

２ 採用の職種及び採用人数 

□看護師               人 

□機能訓練担当職員        人 

 

３ 採用活動概要 

実施予定時期 活動内容※ 問合せ件数 面接件数 

年  月  日から 

 件 件 

年  月  日まで 

年  月  日から 

 件 件 

年  月  日まで 

年  月  日から 

 件 件 

年  月  日まで 

年  月  日から 

 件 件 

年  月  日まで 

※活動内容は求人誌への掲載等、具体的な採用活動を記載 

  



 

４ 【採用実績がある場合】積算内訳                                                                                       

単位：円                                                                         

活動内容 

補助対象 

経費 

（Ａ） 

寄付金その他

の収入額 

（Ｂ） 

実支出額 

（Ｃ＝Ａ－Ｂ） 

交付決定額 

（Ｄ） 

補助上限額 

（Ｅ）※ 

実績報告額 
（Ｃ、Ｄ、Ｅのうち最

も少ない額） 

        

       

       

       

計       

  ※（Ｅ）は採用１人あたり２００，０００円 

 

【採用実績がない場合】積算内訳                                                                                       

単位：円                                                                         

活動内容 

補助対象 

経費 

（Ａ） 

ｷﾌｷﾝその他の

収入額 

（Ｂ） 

実支出額 

（Ｃ＝Ａ－Ｂ） 

交付決定額 

（Ｄ） 

補助上限額 

（Ｅ） 

実績報告額 
（Ｃ、Ｄ、Ｅのうち最

も少ない額） 

        

       

       

       

計       

   ※（Ｅ）は募集１人あたり１００，０００円 



 

 



 

別記第７号様式（第１１条関係） 

 荒  第  号 

 年  月  日 

 

 様 

 

荒 川 区 長          印    

 

荒川区児童発達支援等事業運営費補助金額確定通知書 

 

   年  月  日付け、  荒第  号にて交付決定した荒川区児童発達支援等事業運営費

補助金について、実績報告に基づき、下記のとおり確定したので通知します。 

 

 

記 

 

１ 補助対象経費 

  □ 賃借料 

  □ 採用活動費 

 

２ 交付決定額 

           円 

 

 （内訳） 

  □ 賃借料                    円 

  □ 採用活動費                 円 

 

３ 補助金確定額 

           円 

 

 （内訳） 

  □ 賃借料                    円 

  □ 採用活動費                 円 

 

４ 返還額 

           円 

 

 

 

 

 


